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第第22回回書書記記長長会会議議開開催催さされれるる
切
替
の
手
順

切
替
年
月
日

２２
年
４
月
１
日

�

行（
二
）保
障
額
の
同
額

直
近
上
位
の
号
給
へ
の
切
替

現
給
保
障
適
用
職
員
、
昇
格
等
反
映
期

間
に
昇
格
・
降
格
が
無
か
っ
た
職
員

【
切
替
方
法
】

・
「
切
替
日
の
前
日
に
受
け
て
い
る
職
務
の
級
」
で
、「
切
替
日

の
前
日
に
受
け
て
い
る
行
（
二
）
保
障
額
」
の
同
額
直
近
上
位

の
号
給
に
切
替

【
実
際
の
作
業
手
順
】

・
「
切
替
日
の
前
日
に
受
け
て
い
る
保
障
額
級
号
給
」
を
、『
切

替
時
対
応
号
給
表
』
に
対
応
さ
せ
る

例
１

昇
格
等
反
映
期
間
に
昇
格
・
降
格
が
無
か
っ
た
職
員

切
替
前
号
給
１
―
５８
（
２
１
５
、
８
０
０
円
）
保
障
額
級
号
給

１
―
５０
（
２
１
９
、
０
０
０
円
）

２０
年
度
に
４
号
昇
給

２１
年
度
に
４
号
昇
給

・
対
応
さ
せ
る
級

切
替
日
の
前
日
の
職
務
の
級
（
保
障
額
級

１
級
）

・
対
応
さ
せ
る
額

保
障
額
級
号
給
１
―
５０
の
額
（
２
１
９
、
０
０
０

円
）

☆
保
障
額
級
号
給

１
―
５０
を
『
切
替
時
対
応
号
給
表
』
に
対
応

さ
せ
る

∴
１
―
６０
（
２
１
９
、
３
０
０
円
）
に
切
替
﹇
現
給
保
障
終
了
﹈

昇
格
等
反
映
期
間

行
（
二
）
の
引
き
下
げ
（
２０
年
１
月
１
日
）

か
ら
切
替
日
の
前
日
（
２２
年
３
月
３１
日
）
ま
で
の
間

の
こ
と
↓

２０
・
２１
年
度

現
給
保
障
適
用
職
員
、
昇
格
等
反
映
期

間
に
昇
格
し
た
職
員

【
切
替
方
法
】

・
「
行
（
二
）
引
き
下
げ
時
点
（
２０
年
１
月
１
日
）
に
受
け
て
い

た
職
務
の
級
」
で
「
切
替
日
の
前
日
に
受
け
て
い
る
行
（
二
）

保
障
額
」
の
同
額
直
近
上
位
の
号
給
を
基
礎
と
し
、
切
替
日
に

お
け
る
『
昇
格
時
対
応
号
給
表
』
の
昇
格
後
の
号
給
欄
に
定
め

る
号
給
に
切
替

（
級
格
付
に
よ
る
昇
格
者
は
、
一
定
の
号
数
を
減
じ
た
号
給
に

切
替
）

・
た
だ
し
、
こ
の
号
給
に
対
応
す
る
給
料
月
額
が
、
切
替
日
の
前

日
に
受
け
て
い
る
行
（
二
）
保
障
額
に
達
し
な
い
職
員
は
、「
切

替
日
の
前
日
に
受
け
て
い
る
職
務
の
級
」
で
、「
切
替
日
の
前

日
に
受
け
て
い
る
行
（
二
）
保
障
額
」
の
同
額
直
近
上
位
の
号

給
に
調
整

【
実
際
の
作
業
手
順
】

・
「
切
替
日
の
前
日
に
受
け
て
い
る
保
障
額
級
号
給
」
を
、『
切

替
時
対
応
号
給
表
』
に
対
応
さ
せ
る

そ
こ
か
ら
『
昇
格
時
対
応
号
給
表
』
を
用
い
て
昇
格
さ
せ
た

号
給
に
切
替

（
級
格
付
に
よ
る
昇
格
者
は
、
一
定
の
号
数
を
減
じ
た
号
給

に
切
替
）

例
２

昇
格
等
反
映
期
間
に
昇
格
し
た
職
員（
技
能
主
任
に
昇
任
）

切
替
前
号
給
２
―
５４
（
２
９
６
、
３
０
０
円
）
保
障
額
級
号
給

１
―
９０
（
２
９
７
、
５
０
０
円
）

２０
年
度
に
４
号
昇
給

２１
年
度
に
４
号
昇
給

・
対
応
さ
せ
る
級

昇
格
前
の
職
務
の
級
（
保
障
額
級

１
級
）

・
対
応
さ
せ
る
額

保
障
額
級
号
給
１
―
９０
の
額
（
２
９
７
、
５
０
０

円
）

☆
保
障
額
級
号
給
１
―
９０
を
『
切
替
時
対
応
号
給
表
』
に
対
応
さ

せ
る

１
―
１
２
４
（
２
９
７
、
８
０
０
円
）
を
基
礎
と
し
て
、『
昇
格

時
対
応
号
給
表
』
を
用
い
て
昇
格
さ
せ
る

２
―
６８
（
３
１
１
、

５
０
０
円
）
に
切
替

﹇
現
給
保
障
終
了
﹈

・
引
き
続
き
現
給
保
障
と
な
る
場
合
は
、

「
切
替
日
の
前
日
に
受
け
て
い
る
行
（
二
）
保
障
額
」
を
、

「
切
替
日
の
前
日
に
受
け
て
い
る
職
務
の
級
」
に
直
接
対
応
さ

せ
、
当
該
職
務
の
級
の
最
高
号
給
を
限
度
と
し
て
同
額
直
近
上

位
に
切
替

例
３

昇
格
等
反
映
期
間
に
昇
格
し
た
職
員
で
、
切
替
後
号
給
の

調
整
を
行
う
職
員
（
技
能
主
任
に
昇
任
）

切
替
前
号
給
２
―
６８
（
３
１
１
、
５
０
０
円
）

保
障
額
級
号

給
１
―
１
１
２
（
３
２
１
、
５
０
０
円
）

２０
年
度
に
４
号
昇
給

２１
年
度
に
４
号
昇
給

・
対
応
さ
せ
る
級

昇
格
前
の
職
務
の
級
（
保
障
額
級

１
級
）

・
対
応
さ
せ
る
額

保
障
額
級
号
給
１
―
１
１
２
の
額
（
３
２
１
、

５
０
０
円
）

☆
保
障
額
級
号
給
１
―
１
１
２
を
『
切
替
時
対
応
号
給
表
』
に
対

応
さ
せ
る
１
―
１
５
３
（
３
０
７
、
８
０
０
円
）
を
基
礎
と
し

て
、『
昇
格
時
対
応
号
給
表
』
を
用
い
て
昇
格
さ
せ
る
。

こ
れ
に
よ
り
得
ら
れ
た
級
号
給
２
―
８１
に
対
応
す
る
給
料
月
額

（
３
１
９
、
５
０
０
円
）
が
、
切
替
日
の
前
日
に
受
け
て
い
る
行

（
二
）
保
障
額
（
３
２
１
、
５
０
０
円
）
に
達
し
な
い
た
め
切
替

２
月
１５
日
第
２
回
書
記
長
会
議
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
当
局
か
ら
「
保
障
額
給
料
表
」
か
ら
業
務
職
給
料
表

へ
の
切
り
替
え
に
つ
い
て
の
詳
細
な
説
明
、
ま
た
「
号
給
対
応
表
」
等
の
資
料
が
出
さ
れ
た
の
を
受
け
召
集
さ
れ

ま
し
た
。

吉
田
副
委
員
長
の
座
長
で
始
ま
り
、
野
崎
賃
金
部
長
か
ら
内
容
に
つ
い
て
説
明
が
さ
れ
ま
し
た
。
切
り
替
え
方

法
は
、
基
本
的
に
４
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
り
、

①

現
級
保
障
が
適
用
さ
れ
た
職
員
は
全
員
「
切
替
時
対
応
号
級
表
」
で
対
応
す
る
。

②

①
の
中
で
昇
格
反
映
期
間
（「
平
成
２０
、
２１
年
度
」）
に
昇
格
し
た
職
員
は
、
そ
こ
か
ら
別
途
「
昇
格
時
対

応
表
」
を
用
い
て
切
り
替
え
る
。

③

現
給
保
障
非
適
用
の
職
員
（「
平
成
２０
年
」
４
月
以
降
新
規
採
用
者
切
替
な
し
）
は
「
か
つ
て
受
け
て
い

た
保
障
額
級
号
給
」
を
「
切
替
時
対
応
表
」
に
対
応
す
る
。

④

③
の
中
で
昇
格
反
映
期
間
（「
平
成
２０
、
２１
年
度
」）
に
昇
格
し
た
職
員
は
、
そ
こ
か
ら
別
途
「
昇
格
時
対

応
表
」
を
用
い
て
切
り
替
え
る

対
応
表
を
示
し
な
が
ら
説
明
し
、
質
疑
等
を
受
け
の
ち
全
体
で
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

引
き
続
き
纐
纈
副
委
員
長
か
ら
「
２
０
１
０
春
闘
期
を
中
心
に
し
た
当
面
の
方
針
案
」
が
提
起
さ
れ
、
２２
日
の

第
４
回
中
央
委
員
会
で
確
認
さ
れ
ま
し
た
。（
内
容
に
つ
い
て
は
次
号
に
掲
載
す
る
予
定
で
す
）

最
後
に
染
書
記
長
か
ら
「
組
織
財
政
方
針
（
案
）」
検
討
経
過
と
今
後
の
日
程
に
つ
い
て
説
明
が
あ
り
、
第
２

回
書
記
長
会
議
は
終
了
し
ま
し
た
。

編 集 責 任
教 宣 部 長
坂本 浩明

座長の吉田副委員長

当面の方針案を提起する纐纈副委員長
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日
の
前
日
に
受
け
て
い
る
職
務
の
級
（
昇
格
後
の
職
務
の
級
２
級
）

で
、
切
替
日
の
前
日
に
受
け
て
い
る
行
（
二
）
保
障
額
（
３
２
１
、

５
０
０
円
）
の
同
額
直
近
上
位
の
号
給
に
調
整
す
る
２
―
８７

（
３
２
１
、
７
０
０
円
）
に
切
替

﹇
現
給
保
障
終
了
﹈

現
給
保
障
非
適
用
職
員
、
昇
格
等
反
映

期
間
に
昇
格
・
降
格
が
無
か
っ
た
職
員

【
切
替
方
法
】

・
①
と
同
様
。「
切
替
日
の
前
日
に
受
け
て
い
る
行
（
二
）
保
障

額
」
を
「
行
（
二
）
給
料
表
引
き
下
げ
時
点
（
２０
年
１
月
１
日
）

に
受
け
て
い
た
職
務
の
級
及
び
号
給
に
対
応
す
る
行
（
二
）
保

障
額
表
に
お
け
る
額
」
に
読
み
替
え
て
対
応
さ
せ
る

【
実
際
の
作
業
手
順
】

・
「
か
つ
て
受
け
て
い
た
保
障
額
級
号
給
」
を
『
切
替
時
対
応
号

給
表
』
に
対
応
さ
せ
る

現
給
保
障
非
適
用
職
員
、
昇
格
等
反
映

期
間
に
昇
格
し
た
職
員

【
切
替
方
法
】

・
②
と
同
様
。「
切
替
日
の
前
日
に
受
け
て
い
る
行
（
二
）
保
障

額
」
を
「
行
（
二
）
給
料
表
引
き
下
げ
時
点
（
２０
年
１
月
１
日
）

に
受
け
て
い
た
職
務
の
級
及
び
号
給
に
対
応
す
る
行
（
二
）
保

障
額
表
に
お
け
る
額
」
に
読
み
替
え
て
対
応
さ
せ
る

【
実
際
の
作
業
手
順
】

・
「
か
つ
て
受
け
て
い
た
保
障
額
級
号
給
」
を
『
切
替
時
対
応
号

給
表
』
に
対
応
さ
せ
る

そ
こ
か
ら
『
昇
格
時
対
応
号
給
表
』
を
用
い
て
昇
格
さ
せ
た

号
給
に
切
替

・
引
き
続
き
現
給
保
障
と
な
る
場
合
は
、「
か
つ
て
切
替
日
の
受

け
て
い
た
行
（
二
）
保
障
額
」
を
、「
切
替
日
の
前
日
に
受
け

て
い
る
職
務
の
級
」
に
直
接
対
応
さ
せ
、
当
該
職
務
の
最
高
号

給
を
限
度
と
し
て
同
額
直
近
上
位
に
切
替

�

昇
格
等
反
映
期
間
に
お

け
る
昇
給
等
の
反
映

昇
格
等
反
映
期
間
の
お
け
る
昇
給
日
ご
と
の
昇
給
号
給
数
か
ら

そ
れ
ぞ
れ
４
号
を
減
じ
て
得
ら
れ
た
号
給
数
の
合
計
が
１
以
上
で

あ
る
職
員
は
、
最
高
号
給
を
限
度
と
し
て
、（
１
）
の
手
順
に
よ

り
得
ら
れ
た
切
替
後
の
号
給
に
加
え
る

�

切
替
後
号
給
の
決
定

（
１
）
及
び
（
２
）
の
手
順
で
得
ら
れ
た
号
給
を
、
切
替
日
に
お

け
る
号
給
（
切
替
後
号
給
）
と
す
る

た
だ
し
、（
１
）
及
び
（
２
）
の
手
順
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
号

給
が
切
替
日
の
前
日
に
受
け
て
い
た
号
給
（
切
替
前
号
給
）
に
達

し
な
い
場
合
は
、
切
替
日
の
前
日
に
受
け
て
い
た
号
給
を
、
切
替

後
号
給
と
す
る

例
４

切
替
後
号
給
が
切
替
前
号
給
に
達
し
な
い
職
員
の
例

切
替
前
号
給
１
―
２８
（
１
６
４
、
４
０
０
円
）
か
つ
て
の
保
障

額
級
号
給
１
―
２０
（
１
６
１
、
５
０
０
円
）

２０
年
度
に
４
号
昇
給

２１
年
度
に
４
号
昇
給

・
対
応
さ
せ
る
級

切
替
日
前
日
に
お
け
る
職
務
の
級
（
か
つ
て

の
保
障
額
級

１
級
）

・
対
応
さ
せ
る
額

か
つ
て
受
け
て
い
た
保
障
額
級
号
給
（
１
―

２０
）
の
額
（
１
６
１
、
５
０
０
円
）

☆
か
つ
て
の
保
障
額
級
号
給
（
１
―
２０
）
を
『
切
替
時
対
応
号
給

表
』
に
対
応
さ
せ
る
１
―
２６
（
１
６
１
、
５
０
０
円
）
と
な
る

こ
の
号
給
が
切
替
前
号
給
の
１
―
２８
（
１
６
４
、
４
０
０
円
）

に
達
し
な
い
た
め
、
切
替
前
号
給
で
あ
る
１
―
２８
を
切
替
後
号
給

と
す
る�

現
給
保
障

切
替
日
に
お
け
る
給
料
月
額
が
切
替
日
の
前
日
に
受
け
て
い
た

行
（
二
）
保
障
額
に
達
し
な
い
場
合
は
、
給
料
月
額
が
行
（
二
）

保
障
額
に
達
す
る
ま
で
の
間
、
引
き
続
き
現
給
保
障
を
適
用
す
る 検討経過を説明する染書記長

主
催
者
を
代
表
し
て
国
労
高

橋
委
員
長
か
ら
「
２０
数
年
の
苦

難
を
乗
り
越
え
て
当
事
者
・
家

族
の
思
い
が
通
じ
、
Ｊ
Ｒ
不
採

用
問
題
は
今
与
党
３
党
を
軸
と

す
る
具
体
的
解
決
案
の
策
定
と

い
う
、
大
き
な
正
念
場
を
迎
え

て
い
る
。
こ
の
到
達
点
と
意
義

を
改
め
て
確
認
し
、
解
雇
さ
れ

た
当
事
者
の
解
決
要
求
を
実
現

さ
せ
る
た
め
決
意
を
固
め
あ
い

た
い
」
と
訴
え
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
の
経
過
と
到
達
点

に
つ
い
て
国
鉄
闘
争
共
闘
会
議

二
瓶
議
長
か
ら
報
告
さ
れ
、
２

月
３
日
の
「
４
者
４
団
体
」
共

同
声
明
を
発
す
る
に
至
る
経
過

を
述
べ
、「
政
治
解
決
へ
の
最

終
局
面
を
切
り
開
き
、
納
得
で

き
る
解
決
と
し
て
の
『
雇
用
・

年
金
・
解
決
金
』
の
３
項
目
要

求
実
現
を
勝
ち
取
る
た
め
に
、

強
固
な
団
結
を
固
め
る
よ
う
」

訴
え
ま
し
た
。

当
事
者
を
代
表
し
て
闘
争
団

全
国
連
絡
会
議
小
野
副
議
長
か

ら
「
２３
年
前
、
鉄
道
員
と
し
て

の
誇
り
を
奪
わ
れ
た
２
月
１６
日

を
忘
れ
な
い
。
解
決
の
チ
ャ
ン

ス
で
あ
る
が
、
み
ん
な
が
笑
顔

で
終
え
る
解
決
を
団
結
の
力
で

実
現
さ
せ
た
い
」
と
決
意
表
明

が
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
家
族
を
代
表
し
て
音
威

子
府
闘
争
団
の
杉
山
智
子
さ
ん

か
ら
「
解
決
向
け
た
動
き
を
肌

で
感
じ
る
が
、
２３
年
間
で
６０
人

に
の
ぼ
る
解
雇
者
が
亡
く
な
っ

た
。
１
日
も
早
く
路
頭
に
迷
う

こ
と
の
な
い
生
活
を
取
り
戻
し

た
い
」
と
訴
え
ま
し
た
。

最
後
に
国
鉄
闘
争
支
援
中
央

共
闘
会
議
の
事
務
局
長
の
音
頭

で
、
集
会
参
加
者
全
員
で
団
結

ガ
ン
バ
ロ
ウ
を
行
い
、
集
会
を

終
了
し
ま
し
た
。

JJRR
不不
採採
用用
問問
題題
解解
決決
へへ

２２
・・
１１６６
中中
央央
集集
会会

国
労
闘
争
団
全
国
連
絡
会
、
鉄
建
公
団
訴
訟
原
告
団
、
国
労
な
ど
の
４
者
４
団
体

主
催
で
、
Ｊ
Ｒ
不
採
用
問
題
解
決
に
向
け
た

２
・
１６
中
央
集
会
が

２
月
１６
日
に

日
比
谷
野
外
音
楽
堂
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
雪
交
じ
り
の
冷
た
い
悪
天
候
に
か
か
わ
ら

ず
、
約
４
０
０
０
人
が
参
加
し
ま
し
た
。
我
が
組
合
も
西
川
委
員
長
以
下
多
く
の
組

合
員
が
参
加
し
ま
し
た
。
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